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さくらこども園
園長 森田達郎

京都府が特別警戒都道府県に指定されました

保護者の皆さま、政府が新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、緊急事態宣言

を全４７都道府県に発令しました。京都府におきましても、特定警戒都道府県に指定さ

れました。舞鶴市でも他人事ではなくなってきました。舞鶴市立の小中学校は２１日

（火）から休校になりました。こども園は休園にはなりませんが、私ども職員一同は、子ど

もたちの命を守るために消毒・手洗いを徹底しております。しかし、保育の特性上、３密

（密集、密室、密接）を完全に防ぐことはできません。感染のリスクが高いのが現実で

す。保護者の皆さまと協力して、新型コロナウィルスの感染の拡大を防ぎたいと思いま

す。よろしくお願いします。

園からのお願い

４／２１（火）～ 特別警戒解除・緊急事態宣言解除まで家庭保育をお願いします。

①保育が必要の場合「登園申出書」提出をお願いします。
期日が急なため申出書は４／２３（木）以降の分を出してください。職場や家族間も
調整をお願いします。
４／２１日（火）＋２２日（水）に登園される方は口頭もしくは電話にてお伝え
ください。
２１日（火）から家庭保育可能な方も連絡をお願いします。

②保育は１６時に終了します。１６時３０分以降、職員配置の関係上、乳児（０１２）ク
ラス 幼児（３４５）クラスの合同保育になります。「３密を避ける」「人との接触を減
らす」ため、１６時３０分お迎えにご協力ください。
仕事の関係上、１６時３０分を過ぎる場合は仕事が終わり次第お迎えをお願い

します。

③登園申出書の内容と変更がある場合は、給食の発注もありますので当日９時
３０分までに連絡してください。

④お迎えに来られましたら速やかにお帰り下さい。

⑤園児またはその同居者が新型コロナウイルス感染症を罹患した場合
や、濃厚接触者に特定された場合は、必ず園までご報告ください。

舞鶴市より、０１２歳児は４／１～欠席された日数の保育料は日割り計算をして返金されます。３
４５歳児の給食費は年間で計算をして給食材料を発注しておりますので４月以降は返金いたしま
せん。ご了承ください。

地域において感染拡大が確認できる場合は、公衆衛生上の観点から、京都府・

舞鶴市・認定こども園等で連携・協議の上、臨時休園等の判断を行う場合があります。

※園内から新型コロナウィルスの感染に陽性反応を起こした園児・職員が出た場合、どのクラス
だとか誰がなったとかはお知らせしません。
犯人捜しのようにプライバシーを損害するようなことは絶対にいけないと思います。個人を特定

することはいたしませんので保護者の皆さまもご了承お願いします。
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